
国上交通省告示第十五百売十三号

旅行業法 (昭 TR二十七年法律第二百三十九号)第 十二条のこの標準旅行業約款 (平 成七年す
二月

十ブt日 運輸省告示第七百売十号)の 全部を改正 し次のように定めたので公示する。

平成十六年十二月十六 日

国土交通大臣 北側 一難

最終改正 i 令不口二年二月二日 観光庁 消費者庁告示第一号 (令和二年四月一日から適用)

標準旅行業約款

〔原文はF正書】

募集型企画旅行契約の都

第祥 総 則

(適用範囲)

第一条 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約 (以下「募集型企画旅行契約Jと い

います。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は

一般にア雀立された慎習によります。

2 当社が法令に反せず かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により得約を結んだときは、前項の

規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用 語の定義)

第二条 この約款で「募集型企画旅行Jと は、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地

及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送ヌは宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当Ⅲに支

払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。

2 この約款で「日内旅行Jと は、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行Jと は、国内旅行以外の旅行を

いいます。

3 この部で「通信契約Jと は、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社

が提携するクレジットカー ド会社 (以 下「提携会社Jと いいます。)の カー ド会員との間で電話、郵便、

ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約で

あつて、当社が旅行者に対して有する葬集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は横務を、

当該債1と又はl責 務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカー ド会員規約に従つて決済するこ

とについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二項、

第十六条第一項後段、第十九条第二項に定める方法により支払うことを凸容とする募集型企画旅行契約

をいいます。

4 この約款で「カー ド利用口Jと は、旅行者又は当社が募集型企画旅行うP約に基づく旅行代金等の支払

又は払戻債務を履行すべき日をいいます。

(旅行契約の内容)

第二条 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者 が当社の定める旅行 日程に従つて、LE送  宿泊機

関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関す るサー ビス (以 下「旅行サー ビスJと いいます。)の 提

供 を受けることができるように 手配 し、旅程 を管理す ることを引き受けます。

(手西己代行者 )

第四条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の

旅行業者、手配を業 として行 う者その他の補助者に代行 させることがあります。

第二章 契約の締結

(契約の申込み)

第五条 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は 当社所定の申込書 (以 下「申込

書Jと いいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の中込金とともに、当社に提出し

なければなりません。

2 当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする

募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号そのllllの 事項 (以 下次条において「会員番号等Jと いい

ます。)を 当社に通知しなければなりません。

3 第一項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の―部として取り扱います。

4 募集型企画旅行の参加に際し、特別な酉己慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に中し出てください。

このとき、普社は可能な範囲内でこれに応じます。

5 前l買の申出に基づき 当社が旅行者のために講した特別な措置に要する費用は、旅行者の負担としま

す 。

(目こ話等による予約 )

第六条 当社は、電話、郵便、ファクシミツ、インターネ ッ トその他の通信手段による寡集型企画旅行契

約の予約 を受け l司 けます。 この場合、予約の時点では契約は成立 してお らず、旅行者は、当社が予約の

承諾の旨を通知 した後、当社が定める期間内に、前条第一項又は第二項の定めるところにより、当4JJこ

中込書 と申込金を提出又は会員番号等を通知 しなければな りません。

2 前項の定めるところにより申込書 と中込企の提出があつたとき又は会員番号等の通知があつた ときは、

募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付のllF位 によるこ
=と

なります。

3 旅行者が第一要の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は 当社は 手

約がなかったものとして取り扱います。

(契約締結の拒台ヽ)

第七条 当社は、次に掲げる場合において、葬集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

一 当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないと

き。

二 応募旅行者
'ァ

文が募集予定夢fイ に達したとき。

三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ばし、又は日体行動の円滑な実施を夕方げるおそれがあるとき。

四 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無〃́lである等、旅

行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカー ド会員規約に従つて決済できないとき。

工 旅行者が、暴力回員、ア・ (力 団準構成員、暴力日関係者、累力団関係企業又は総会屋等その他の反社

会的勢力であると認められるとき。

六 旅行者が 当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引にFナぅして脅迫的な言動若しくは

暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行つたとき。

七 旅行者が 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業

務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行つたとき。

人 その他当社の業務上の都合があるとき。

(契約の成立時期)

第人条 募集型企画旅行契約は 当社が契約の締結を承譜し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立

するものとします。

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の結結を承諾する旨の通知が旅行者に多J達 した時

に成立するものとします。

(十契約書面の交付)

第九条 当社は 前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行

代/0その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した善面 (以下「契約書面jと いいます。)

を交付します。

2 当社が募集型企画旅行契約により手酉こし旅程を管理する義務を負う旅行サービムの範囲は、前項の契

約書面に記畿するところによります。

(確定書面)

第十条 前条第一項の契約書面において、1に 定された旅行日程、運送若しくは宿ィ自機関の名称を記載でき

ない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して

列挙したとで 当該契約害面交付後 旅行開始国の前日 (旅行開始日の前日から起算してさかのばって

七日日に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあつては、旅行開始日)までの

当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記歳した書面 (以下「確定書面Jと いいます。)

を交付します。

2 前項の場合において、手西こ状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあつたときは、確定奪面の

交付前であつても、当社は迅速かつ適t刃 にこれに回答します。

3 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を

負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

(情報通信の技術を利用する方法)

第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行

者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項

を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情‡,通信の技術を利用する方法により当該書

面に記歳すべき事項 (以 下この条において 「記三碇事項Jと いいます。)を提供したときは、旅行者の使

用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。

2 前項の場合において 旅行者の使用に係る通信機器に記戴事項を記録するためのファイルが備えられ

ていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル (専 ら当該旅行者の用に供するものに

限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記H"事 項を関質,し たことをTt認 します。

(旅行代4J)

第十二条 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記歳する期日までに、当社に対し、契約書面に記載す

るるゝ額の旅行代金を支払わなければなりません。

2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカー ドにより所定の伝案への旅行者の署名なくして

契約書面に記栽する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カー ドfl用 口は旅行契約成立日としま

つ。

第二章 契約の変更

(契約内容の変更)

第十三条 当社は、天災地変、戦乱、暴頌lJ、
j工送 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、

当初の運行三1画 によらない更こ送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事山が生じた場合において、

旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは 旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関

与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程 旅行サービスの内容その

他の募集型企画旅行契約の内容 (以下「契約内容,と いいます。)を変更することがあります。ただし

「ど急の場合において、やむを彿ないときは、変更後に説明します。

(旅行代金の額の変更)

第十四条 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃 料金 (以 下

この条において「適用運賃 料金Jと いいます。)が 、著しい経済情勢の変化等により 募集型企画旅

行の募集の際に
')'示

した時点において有効なものとして公示されている適用運賃 十1企 に
'ヒ

ベて、通常

想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は その増額又は減額される

金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から超算してさか

のぼって十五日日に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。

3 当社は、第一項の定める適用運資 料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その

減少額だけ旅行代金を減額します。

4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用 (当 該契約内容の変更の

ためにその提供を受けなかつた旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから

支払わなければならない費用を合みます。)の減少ヌは増加が生じる場合 (費用の増加が、運送 宿泊

機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送 宿泊機関等の座席、部屋その他

の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内

において旅行代金の額を変更することがあります。

5 当社は、運送 宿泊機8・弓等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において

募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべと事由によ身ず当該不1用 人員が変更になつたときは、

契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

(旅行者の交誉)

第十五条 当社と募集型企憚i旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諸を得て、契約上の地位を第二者に

譲り渡すことができます。

2 旅行者は、前項に定める当社の承諸を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の

上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。

3 第―項の契約上の地位の.喪渡は 当社の承譜があった時に効力を生するものとし メ後、旅行契約上

の地位を,衰 り受けた第二者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に隣弓する一切の1篭利及び義務を承継す

るものとします。

第四章 契約の解余

(旅行者の解除権)

第十六条 旅行者は、いつても別表第一に定める取消料を当社に支払つて募集型企画旅行契約を角子除する



ことができます。通信契約 をnΥ除する場合にあっては、当社は、提携会社のカー ドにより所定の伝豪ヘ

の旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。

2 旅行者は 次に掲げる場合において 前項の規定にかかわらず 旅行肘H始前に取消料を支払 うことな

く募集型企画旅行契約 を解除することができます。

一 当社によつて契約内容が変更されたとき。ただ し その変更が別表第 二上糾に掲げるものその他の

重要なものであるときに限 ります。

こ 第十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額 されたとき。

三 天災地変、戦乱、暴切〕、運送 宿泊機関等の旅行サー ビス提供の中止、官公署の命令その他の事歯

が生 じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能 とな り、又は不可能 となるおそれが極め

て大きいとき。

四 当社が旅行者に対 し、第十条第一項の期 日までに、碓定書面を交付 しなかつたとき。

二 当社の責に帰すべき夢由によ り 契約書面に記載 した旅行 日程に従った旅行の実施が不可能 となつ

たとき.

3 旅行者は 旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事山によらず契約毒面に記載した旅行サ

ービスを受令貫することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわ

らず、取消料を支払うことなく 旅行サービスの当該受傾することができなくなった部分の契約を解除

することができます。

4 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部

分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合

においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取v角 料、連約料その他のP,[に 支払い 又はこれ

から支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

(当 社の解除権等―旅行開始前の解除)

第十七条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契

約を解除することがあります。

一 旅行者が当社があらかじめ明示した性別 年齢、資格 技能その他の参加旅行者の条件を満たして

いないことが判明したとき。

三 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められると

き。

三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及 Iゴ し、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められ

るとき。

四 旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

五 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかつたとき。

六 スキーを目的とする旅行における必要な降雪壁等の旅行実施条件であって契約のl希 結の際に明示し

たものが成就しないおそれが極めて大きいとき。

七 天災地変 1llχ 乱、暴動 運送 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 官公署の命令その他の当社

の関与し得ない事山が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従つた旅行の安全かつ円

滑な実施が不可能となり 又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

人 通信契約を締結した場合であつて、旅行者の有するクレジットカー ドが無′メ
‐
ノ〕になる等、旅行者が旅

行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規lう に従つて決済できなくなつたとき。

九 旅行者が第七条第五号から第七Bま でのいずれかに該当することが ll明 したとき。

2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の

翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当

社に対し、前条第―項に定める取消料に相当する額の連約料を支払わなければなりません。

3 当社は、第一項第工号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始

日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあつては十二日目 (回 帰り旅行については、三口日)

に当たる日より前に 海外旅行にあつては二十三曰日 (別表第一に規定するピーク時に旅行を開始する

ものについては三十三日日)に 当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。

(当社の解除権―旅行開始後の解除)

第十八条 当社は、次に掲げる場合において 旅行開始後であつても、旅行者に理由を説明して 募集型

企画旅行契約の一部を解除することがあります。

一 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に
「

ェえられないとき。

こ 旅行者が旅行を安全かつ円ィ骨に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への連背、これ

らの者又は同行する他の旅行者に対する果行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安

全かつ円滑な実施を妨げるとき。

三 旅行者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。

四 天災地変 革t訴し、暴動、運送 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社

のB<弓 与し得ない事由が生じた場合であつて、旅行の継続が不可能となつたとき。

2 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは 当社と旅行者との間の契約関係

は、将来に向かつてのみ消滅 します。この場合に子oい て、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関

する当社の償務については、有効な弁済がなされたものとします。

3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていなぃ旅行サービス

に係る部分に係る金宕貢から、当該旅行サービスに対して取消料、道約料その他の既に支払い、又はこれ

から支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

(旅行代金の払戻し)

第十九条 当社は、第十四条第二項から第二項までの規定により旅行代金が滅額された場合又は前三条の

規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において 旅行者に対し払い戻すべき金額が生したと

きは、旅行開始前の解除による払戻しにあつては解除の翌日から起算して七日メ内に、減額又は旅行開

始後のnT除 による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了口の翌日から起算して三十日以内に旅

行者に対し当該金額を払い戻します。

2 当社は、旅行者と通信ナ契約を締結した場合であつて、第十四条第二項から第二項までの規定により旅

行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信
'契
約が解除された場合において、旅行者に対し|′、

い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカー ド会員規約に従つて、旅行者に対し当該金額を払い戻

します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算し

て七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあつては契率句書面に記載した旅行終了日の翌

日か ら起算 して二十 日以内に旅行者に対 し払い戻すべき額を通知するもの とし 旅行者に当該通知を行

つた 日をカー ド利用 日とします。

3 前二項の規定は第二十七条又 Iま 第二十条第―項に規定するところによ り旅行者又は当社が損害賠償請

求権を行使することを坊げるものではあ りません。

(契約解除後の帰 I各 手配 )

第二十条 当社は、第十人条第一項第一号又は第四号の規定によつて旅行開始後に募集型企画旅行契約を

解除 した ときは、旅行者の求めに応 じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要オ旅行サー ビス

の手配を引き受けます。

2 前項の場合において、出J七地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします

第五章 団体・グルーブ契約

(団体 グループ契約)

第二十一条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者 (以下「夢契約責任

者Jと いいます。)を ためて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用しま

す。

(契約責任者)

第二十二条 当社は、特イつを結んだ場合を除き、契約黄任者はその団体 グループを樹成する旅行者 (以

下「構成者Jと いいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理椎を有しているものとみ

なし 当該団体 グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。

2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名れ
'Iを

当社に提出しなければなりません。

3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される償務又は義務につい

ては、何らの責任を負うものではありません。

4 当社は、契約責任者が団体 グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約賣

任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第六章 旅程管理_
(旅程管理)

第二十三条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次にlEη

げる業務を行います。ただし 当社が旅行者とこれと異なる特イ句を結んだ場合には、この限りではあり

ません。

― 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企

画旅行契約に従つた旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。

二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手西己

を行うこと。この際、旅行日程を変更するときIよ 、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかな

うものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービス

が当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよ

う努力すること。

(当 社の指示)

第二十四条 旅行者は、旅行瞬始後旅行終了までの間においてヽ 団体で行動するときは、旅行を安全かつ

円滑に実施するための当社の指示に従わなければな りません。

(添乗員等の業務 )

第二十五条 当社 Iま 、旅行の内容により添乗員その他の者を同行 させて第二十三条各号に掲げる業務その

他当該募集型企画旅行に付随 して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせ ることがあ ります。

2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則 として人時から二十時までとします。

(保護措置 )

第二十六条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要す る状態にあると認めたときは、

必要な措置を講することがあ ります。 この場合において これが当社の責に帰すべき事由によるもので

ない ときは、当該措置に要 した安翔は旅行者の負担 とし、旅行者は当該費用を当社が指定す る期 日まで

に当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第七章 責 任

(当社の貢任)

第二十七条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手

配を代行させた者 (以 下「手西ど代行者Jと いいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたと

きは、その損害を賠償する責に任 じます。ただし、損害発生の翌日から起第して二年以内に当社に対し

て通知があったときに限ります。

2 旅行者が天災地変、甲寛乱、累動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中J「 、官公署の命令その他

の当社又は当社の手配代行者の関与じ得ない事由により損害を彼ったときは、当社は 前項の場合を除

き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。

3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日

から起算して、国内旅行にあっては十
'1日

以内に、海外旅行にあっては二十―日以内に当社に対して通

知があつたときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度 (当社に故意又は重大な過失がある場合を除

きます。)と して賠償します。

(特別補償)

第二十人条 当社は、前条第 項の規定に基づく当社の責任が生するか否かを門わず、別紙特別箱1賃規程

で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被つた一定

の損害について あらかじめ定める額の補1薇 金及び見舞金を支払います。

2 前項の損害について当社が前条第―項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払う

べき損害賠l資 金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補を査金は、当該損害賠償金とみなします

3 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の

規定に基づいて支払うべき損害Rき償金 (前項の規定により損害Rき横金とみなされる補th企 を含みま

す。)に相当する額だけ縮減するものとします。

4 当社の募集型企画旅行参力a中 の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する場・算:

型企画旅行については、主たる募集型企画旅行}契 約の内容の一部として取り扱います。

(旅程保証)

第二十九条 当社は 別表第二上‖胡に掲げる契約内容の重要な変更 (次 の各号に掲げる変更 (運送 宿泊

機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送 宿泊機関等の座席、部屋その他

の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に

同表下欄に記歳する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から超算して三 1日 以内に支払

います。ただし、当該変更について当社に第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明ら

かである場合には、この限りではありません。

一 次に掲げる事由による変更

イ 天災地変

口 戦乱

ハ 果Cl

二 官公署の命令

ホ 運送 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

へ 当I刀 の運行計画によらない運送サービスの提供



卜 旅行ケヽ加者の生命又Iま 身体の安全確保のため必要な措置

二 第十六条から第十人条までの規定に基づいて募集型企画旅行す契約が解除されたときの当該好除され

た部分に係る変更

2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一募集型企画旅行につき旅行代イ曽に十五%

以上の当社が定める率を乗じた額をもつてl展 度とします。また、旅行者一名に対して一寡集型企画旅行

につき支払うべき変更箱t粛金の額が干日未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

3 弩社が第一項の規定に基づき変更補償金を支I′、った後に、当該変更について当社に第二十七条第一項

の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変英補償金を

当社に返還しなければなりません。この場合、当社は 同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠t(

金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

(旅行者の責任)

第二十条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被つたときは 当該旅行者は、損害を賠償しなけれ

ばなりません。

2 旅行者は、雰集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の

権和j義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

3 旅行者は 旅行開始後において、契約書面に記歳された旅行サービスを円滑に受傾するため、万が一

契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速や力Чこその旨を当社、

当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第人章 営業保証金 t旅行業協会の保証社員でない場⇔

(営業保証金)

第二十一条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によつて生じた僚権に

関し、当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保,生 金から弁済を受けることが

できます。

2 当社が営業保証企を供れ・としている供。七所の名称及び所在地は、次のとおりです。

一 名称

二 所在地

第人章 弁翻 結膿逆 餅碕嘆 協機の保証社員である効

(弁済業務保証金)

第二十―条 当社は、一般社回法人   旅行業協会 (東京都    区    nJ    丁目

番    号)の保証社員になっております。

2 当社と募集聖企FF旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によつて生じた債権に関し、前

項の一般社回法人   旅イテ業協会が供託している弁済業務保証金から   円I≒ 達するまで弁済を受

けることができますむ

3 当社は、旅行業法第四十九条第一頂の規定に基づき、一般社回法人   旅行業協会に弁済業務保,正

4｀ 分担企を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

別表第一 取消料 (第十六条第一項関係 )

イ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって先十日目に当たる日以1祭 に解除する場 旅 行 代 金 の

(口 から二までに掲げる場合 を除 く。 )

口 旅行開始日の前日から起算してさかのばつて三十日目に当たる日以降に解除す

(ハ及び二に掲げる場合を除く。)

旅行開始日の前日から起算してさかのぼつて二士日日に当たる日以降に解除す

合 (二 に掲げる場合を除 く。 )

= 旅行開始 回の前 日か ら起算 して きかのぼって三日目に当たる日

加j表第二 変更補償企 (第 二十九条第一項関係 )

とは、当該変更について旅行開始 日の前 日までに旅行者に通知 した場合をい

20%以 内

行 代 金

50%メ
行 代 金

80%以
行 代 金

い、 「旅行開始後Jと は、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます

確定書面が交付された場合には  「契約書面」とあるのを「能定書面Jと 読み替えた上で、こ

の表を適用 します。 この場合において、ナ契約書面の記載内容 と確定書面の記載内容 と

面の記載内容 と実際に提供 された旅行サー ビスの
'H容

との間に変更が生 じたときは、

につき―件 として取 り扱います。

注三 第二号又は第四号に掲げる変更に係 る運送機関が宿泊設備の和〕用を伴 うものである場合は、

泊につき一件として取 り扱います。

注四 第四号に掲げる運送機F,弓 の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を

う場合には適用 しません。

注五 第四号又は第七号若しくは第人号に掲げる変更が一乗車船等スは一泊の中で複数生じた場合

あつても、一栗車船等Xは一泊につき一件として取り扱います。

注六 第売号に掲げる変更については、第―号から第人号までの率を適用せず よります。

注一

区 分 取 消 料

(一) 次項以外の募集型企画旅行契約

イ 旅行開始日の前日から超算してさかのぼつて二十日日 (R帰 り旅行にあつては十日

日)に 当たる日以降に解除する場合 (口 からホまでに掲げる場合を除く。)

口 旅行開始日の前日から起算してさかのばって七日日に当たる日以降に解除する場合

(ハ からホまでに掲げる場合を除く。)

ハ 旅行開始日の前日に拘♀除する場合

ユ 旅行開始当日に解除する場合 (ホ に掲げる場合を除く。)

ホ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

旅 行 代 金 の

20%以 内

旅 行 代 金 の

30%以 内

旅 行 代 金 の

40%以 内

旅 行 代 金 の

50%以 内

旅 行 代 金 の

100%以 内

(二) 貸切船角古を利用する募集型企画旅行契約 当該船舶に係

る取消
'「

をの溌

定によ りま

す .

備考 (一 )取消料の金額は、契約書面に明示します。

(工 )本表の適用に当たつて「旅行開始後Jと は、別紙特別補償規程第二条第二項に規定する「サ

―ビスの提供を受けることを開′メ否した時J以降を

取 消 料分区

本邦出目時又は帰同時に航空機を和

'用

する募集型企画旅行契約 (次項に掲げる旅行契約を除
一
　

ｏ
旅 行 代 金 の

10° /o以 内

旅 行 代 金 の

20%以 内

旅 行 代 金 の

50%以 内

旅 行 代 金 の

100%以 内

クFキの旅行である場合であつて、旅行B再 始口の前日から起算して

さかのぼつて四十日目に当たる日以降に解除するとき (口 から工までに掲げる場合を除

く。)

口 旅行開始日の前日から起算してさかのばつて三十日目に当たる日以降に解除する場

合 (ハ及び二に掲げる場合を除く。)

ハ 旅行開始日の前々日以降に解際する場合 (二 に協げる場合を除く。)

イ 旅行開始 日が ど―

旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

(二 ) 貸切航空機を不1用 する募集型企画旅行契約

三 本邦出目1キ及び帰回時に船舶を利用する募集型企画旅行契約

|三ヨ:|ど与
注  「ピーク時」とは、十二月二十日から―月七日まで 四月二十七日から二月六日まで及び七月二十

日から人月二十一日までをいいます。

備考 (一 )取消料の金額は、契約書面に明示します。

(二)本表の適用に当たつて 「旅行開攻今後Jと は、別紙特別補償規程第二条第二項に規定する「サ

― ビスの提供を受けることを開始 した時J以降をいいます。

変 更 補 償 金 の 支 払 い が 必 要 と な る 変 更 一件あたりの率 (%)

旅行開始前 旅行開始後

一 契約書面に記載した旅行開女台口Xは旅行終了日の変更

二 契約書面に記H立 した入場する観光地又は観光施設 (レ ストランを含

みます。)その他の旅行の目的地の変更

三 =契約書面に記il領 した運送機関の等級又は設′れのより低いオl金 のも(′ 〉

への変更 (変更後の等級及び,只 備の料金の合計額が契約書面に記載した

等級及び設備のそれを下回つた場合に限ります。)

四 契約善面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更

五 契約書面に記載した本邦内の旅行開少台地たる空港ヌは旅行終了地た

る空港の異なる便への変更

六 契約書面に記畿した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便

又は経由使への変更

七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更

人 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客

室の条件の変更

りし 前春号に掲げる変更のうち契約書面のツアー タイ トル中に記載が

あった事項の変更



受注型企画旅行契約 の部

第一章 総則

(適 用範囲 )

第一条 当社が旅行者 との問でl希結す る受注型企画旅行に関す る契約 (以 下 「受注型企画旅行契約 Jと い

います。)は 、この約款の定めるところによります。 この約款に定めのない事項については、法令又は

―般に確立された憤習によります。

2 当社が法令に反せず かつ 旅行者υう不利 にならない籠図で書面によ り特約を結んだときは、前項の

規定にかかわ らず、その特約が優先 します。

(用需の定義 )

第二条 この約欲で 「受注型企画旅行Jと は、当社が、旅行者か らの依頼により、旅行の 目的地及び 日程、

旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサー ビスの内容並びに旅行者が当社に支払 うべき旅

行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成 し、これにより実施する旅行をいいます。

2 この約款で 「回凸旅行Jと は、本井[内 のみの旅行をいい、 「海外旅行Jと は 国内旅行以外の旅行 を

いいます。

3 この部で 「通信契約Jと は、当社が提携するクレジッ トカー ド会社 (以 下 f提携会社Jと いいま

す。)の カー ド会員 との間で電話、郵便  ファクシミツ、インターネ ッ トその他の通信手段による中込

みを受けて締結する受注型企画カイ(行契約であつて、当社が旅行者に対 して有する受注型企画旅行契約に

基‐,く 旅行代金等に係 る債権又は債務を、当該 l資権又は債務が履行され るべきロメ降に別に定める提携

会社のカー ド会員規約に従つて決済することについて、旅行者があらか じめ承諾 し かつ当該受注型企

画旅行契約の旅行代金等を第十二条第二頂、第十六条第一項後段 第十九条第二頂に定める方法により

支払 うことを内容 とす る受注型企画旅行契約をいいます。

4 この約款で fカ ー ド利用 日」 とは 旅行者又は当社が受注型企画旅行契約に基づ く旅行代金等の支払

又は払戻債務 を履行すべき日をいいます。

(旅行契約の内容)

第三条 当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行 日程に従つて、運送 宿泊機

関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関す るサー ビス (以 下 「旅行サー ビスJと いいます。)の提

供を受けることができるように、手配 し、旅程を管理することを引き受けます。

(手画F代行者 )

第四条 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たつて、手西lの全部スは一部を本邦内又は本邦外の他の

旅行業者、手配を業 として行 う者その他の補助者に代行 させ ることがあ ります。

第二章 契約の締結

(企 画書面の交付)

第五条 当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、

当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼のハ容に沿つて作成した旅行日程 旅行サービスの内

容、旅行代金その他の旅行条件にB耳 する企画の内容を記載した・ド面 (以 下「企画書面Jと いいます。)

を交付します。

2 当社は、前項の企画春面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金 (以 下「企画料金J

といいます。)の金額を明示することがあります。

って七日日に普たる日以降に受注型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあつては、旅行瞬始日)ま

での当該契約春面に定める口までに これらの子1定状況を記載した需面 (以 下「確定書面Jと いいま

す。)を交llし ます。

2 前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者から問い合わせがあったときは、lt定 書面の

交付前であつても、当社は迅速かつ適し,)に これに回答します。

3 第―項のイ在定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を

負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

(情 報通信の技術を利用する方法)

第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、企画書面 受注型企画旅行契約を締結しようとする

ときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の黄任に

関する事項を記載した書面、契髯う書面Xは確定書面の交付に代えて 情報通信の技術を利用する方惨に

より当該書面に記載すべき事項 (以 下この条において「記誠事項Jと いいます。)を提供したときは、

旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記蔵事項が記録されたことを確認します。

2 前項の場合において 旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられ

ていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル (専 ら当該旅行者の月]に 供するものに

限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を問覧したことを確認します。

(旅行代金 )

第十二条 旅行者は、旅行開始 日までの契約書面に記歳す る期 日までに、当社に対 し、子メ!約書面に記載す

る金額の旅行代金を支払わなければな りません。

2 通信ナ契約を絡結 した ときは、当社は、提携会社のカー ドによ り所定の伝票への旅行者の署名な くして

契約書面に記破する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カー ド利用 日は旅行契約成立 曰としま

す 。

第二章 契約の変更

(■契約内容の変更)

第十三条 旅行者は、当社に対し、旅行日程 旅行サービスの内容そっ他の受注型企画旅行契約の内容

(以下「契約内容Jと いいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、

可能な lRり 旅行者の求めに応じます。

2 当社は、天災地変、戦乱、祭動、運送 宿ィ薇機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初

の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅

行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事山が関与

し得ないものである理由及び当該事歯との因果関係を説明して、契約内容を変更することがあります。

ただし、緊急の場合において、やむを得ないときIよ 、変更後に説明します。

(旅行代金の額の変更)

第十四条 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機隣弓について適用を受ける運賃 料金 (以 下

この条において「適用運賃 科企Jと いいます。)が、著しい経済情勢の変イヒ等により、受注型企画旅

行の企画書面の交付の際にP):示 した時点において有効なものとして公示されている適用運賃 料金に比

べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額ヌは

減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

2 当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算して さ

(契約の中込み )

第六条 前条第一項の企画書面に記載 された企画の内容に聞 し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをし

ようとする旅行者は、当社所定の中込書 (以 下「中込書Jと いいます。)に所定の事項を記入の上、当

社が別に定める金額の申込/こ とともに、当社に提出しなければなりません。

2 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容にF葉 し、当社に通信t契約の■込みをしようとする旅行

者は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなIサ ればなりません。

3 第一項の中込金は、旅行代金 (そ の内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又 は取消料

若しくは違約料の一部として取り扱います。

4 受注型企画旅行の参加に際し 特卿Iな 西己慮を必要とする旅行者は 契約の申込時に申し出てください。

このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

5 前項の申出に基づき、当社が旅行者のために請した特別な措置に要する費用は、旅行者の負担としま

す。

(契約締結の拒否)

第七条 当社は、次に掲げる場合において 受注型企画旅行契約の結結に応じないことがあります。

一 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ばし、又は団体行額,lの 円滑な実施をf坊 げるおそれがあるとき。

二 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカー ドが無効である等 旅行

者が旅行代金等に係る使務の―都又は全部を,′号携会社のカー ド会員規約に従つて決済できないとき。

三 旅行者が、暴力回員、暴力団tt構成員、暴力回関係者、暴力回関係企業又は総会屋等その他の反社

会的勢力であると認められるとき。

四 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは

暴力を用いる行お又はこれらに準ずる行為を行つたとき。

i 旅行者が、風,光 を流布 し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業

務を,ジ,害する行為又はこれらに準ずる行為を行つたとき。

六 その他当社の業務上の都合があるとき。

(契約の成立時期)

第人条 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諸し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立

するものとします。

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾〕
~る

旨の通知が旅イ〒者に子1達 した時

に成立するものとします。

(契約書面の交付)

第
'L条

 当社は、前条の定める契約の成立後速や力Чこ、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行

代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した寄面 (以 ド「契約書面Jと いいます。)

を交付します。

2 当社は、第五条第一項の企画書面において企画料金の金額を明示した場合は、当該金額を前)0の 契約

書面において明示します。

9 当社が受注型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範回は、第―項の

契約書面にF己 主主するところによります。

(確定書面)

第十条 前条第一項の契約書面において、五lt定 された旅行日程 運送若しくは宿泊機F,日 の名称を記載でき

ない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機 F笑 の名称を限定

して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日 (旅行瞬始日の前日から起算してきかのぼ

かのばって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。

3 当社は、第一項の定める適用運賃 料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その

減少ブどRだ け旅行代金を減額 します。

4 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要するユヤ用 (当 該契約内容の変更の

ためにその提供を受けなかつた旅行サービスに対して取消料、連約料その他既に支払い、又はこれから

支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合 (費用の増加が 運送 宿泊

機関等が当該旅行サービスの提供を行つているにもかかわらず、運送 宿泊機関等の座席 部屋その他

の詣設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内

において旅行代金の額を変更することがあります。

5 普社は、運送 宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契寺勺書面に記載した場合において

受注型企画旅行契ねの成立後に当社の貢に帰すべき事白によらず当該利用人員が変更になつたときは、

契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

(旅行者の交答)

第十五条 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承。音を得て、契約上の地位を第二者に

譲り渡すことができます。

2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは 当社所定の用紙に所定の事項を記入の

上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。

3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があつた時に′メカカを生ずるものとし、以後、旅行契約上

の地位を,褒 り受けた第二者は、旅行者の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権不可及び義務を承継す

るものとします。

第四章 契約の解除

(旅行者の解除権)

第十六条 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払つて受注型企画旅行契約を解除する

ことができます。通信契約を解除する場合にあつては、当社は、提携会社のカー ドにより所定の伝粟べ

の旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。

2 旅行者は 次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことな

く受注型企画旅行契約を解除することができます。

― 当社によつてす契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二上柵に掲げるものその他の重

要なものであるときに限ります。

二 第 十四条第一項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。

三 天災地変、戦乱、暴動、運送 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が

生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり 又は不可能となるおそれが極めて

大きいとき。

円 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。

五 当社の斎に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従つた旅行の実施が不可能となつた

とき。

9 旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サ

ービスを受領することができなくなつたとき又は当社がその旨を告げたときは、第 I百 の規定にかかわ

らず、取消料を支払うことなく 旅行サービスの当該受†員することができなくなつた部分の契約を解除



することができます。

4 前項の場合において 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受傾することができなくなつた部

分にlィ

‐
る金l額 を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事出によらない場合

においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消IJ、 違約料その他の既に支払い、又はこれ

から支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

(当 社の角7除権等―旅行傍ヨ始前の解除)

第十七条 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して 旅行開始前に受注型企画旅行契

約を解除することがあります。

一 旅行者が病気 必要な介助者の不在その他の事由により 当該旅行に耐えられ′歩メいと認められるとき。

二 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ばし 又は団体旅行のFR滑な兵施を笏げるおそれがあると認められる

とき。

三 旅行者が、契約内容に関し合理n勺 な範囲を超える負担を求めたとき。

四 スキーを目的とする旅行における必要な降雪屋等の旅行実施条件であつて契約のl希紺の際11明 示した

ものが成
‐
就しないおそれが極めて大きいとき。

五 天災地変、戦乱、呆動、運送 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の

関与し得ない事由が生じた,場合において 契約書面に記載した旅行日程に従つた旅行の安全かつ円滑

な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

大 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカー ドが無効になる等、旅行者が旅行

代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカー ド会員規約に従つて決済できなくなつたとき。

七 旅行者が第七条第二号から第二号までのいずれかに該当することが判明したとき。

2 旅行者が第十二条第一項の契約書面に記戯する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の

翌日において旅行者が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当

社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

(当 社の解除権―旅行開始後の解除)

第十人条 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、受注型

企画旅行契約の一部を解除することがあります。

― 旅行者が病気、必要な介βノわ者の不在その他の事由により旅行の継作しに耐えられないとき。

こ 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への選背、これら

の者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全

かつ円滑な実施を妨げるとき。

三 旅行者が第七条第二号から第五号までのいずれかに該当することが判明したとき。

四 天災地変、戦乱、暴臨,、 運送 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の

問与し得ない事由が生じた場合であつて、旅行の経続が不可能となつたとき。

2 当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係

は、将来に向かつてのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に子是供を受けた旅行サービスにF}弓

する当社の債務については、有効な弁ィ薄がなされたものとします。

3 前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービス

に係る部分に係る金奮富から 当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれ

から支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。

(旅行代金の払戻し)

第十九条 当社は、第十四条第二項から第I項 までの規定により旅行代金が減額された場合又は前二条の

規定により受注型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対しl′、い戻すべき金額が生じたと

iき は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以
'1に

 減額又は旅行開

始後の解除による払戻しにあつては契約審面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日
'ス

内に旅

行者に対し当該金額を払い戻します。

2 当社は、旅行者とl通 信歩ズそ約を締結した場合であつて、第十四条第二項から第五項までの規定により旅

行代金が減額された場合又は前二条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払

い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規l勺 に従つて、旅行者に対し当該金額を払い戻

します。この場合において、当社は、旅行B再 始前の解除による払戻しにあつては解除の翌日から起算し

て七日以内に li額 又は旅行開始後の解除による払戻しにあつては契約書面に記載した旅行終了日の翌

日から起算して二十日以内に旅行者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行

つた日をカー ド利用日とします。

3 前二項の規定は第二十人条又は第二十一条第一項に規定するところにより旅行者又は当社が損害常慣

請求権を行使することを妨げるものではありません。

(契約狗給 後の帰路手西己)

第二十条 当社は、第十人条第一項第一号又は第四号の規定によつて旅行開始後に受注型企画旅行契約を

解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービス

の手酉己を引き受けま十。

2 前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

第五章 団体・勿 ′―獅

(団体 グループ契約)

第二十一条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者 (以 下 「契約責任

者Jと いいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行婁約の締結については、本章の規定を適用しま

す 。

(契約責任者)

第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除と、契約責任者はその回体・グループを構成する旅行者 (以

下「構成者Jと いいます。)の受注型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみ

なし、当該団体 グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十六条第一項の業務は、当該契約責任

者との間で行います。

2 契約黄任者は、当社が定める口までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。

3 当社は、契約黄任者がl士.成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される償務又は義務につい

ては、何らの責任を負うものではありません。

4 当社はt契約責任者が巨l体  グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約黄

任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特則)

第二十三条 当社は、契約子(任 者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第六条第一項の規定に

かかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承詰することがあります。

2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を結結する場合には、当社

は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面

を交付した時に成立するものとしまう。

第六章 旅程管理

(旅程管理)

第二十四条 当社は 旅

`〒

者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し 旅行者に対し次に掲

げる業務を行います。ただし 当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではあり

ません。

― 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企t園

旅行契約に従つた旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を諦すること。

こ 前号の措置を謝じたにく)かかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代誉サービスの手配を

行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当刀々の旅行日程の趣旨にかなう

ものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後め旅行サービスが

当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう

努力すること。

(当 社の指示)

第二十五条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ

円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

(添乗員等の業務)

第二十六条 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十四条各号に掲げる業務その

他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。

2 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として人時から二十時までとします。

(保護措置)

第二十七条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたととは、

必要なヤRと 置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるもので

ないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日まで

に当社の指定する方法で支払わなければなりません。

第榛 黄イと

(当 社の責任)

第二十人条 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たつて、当社又は当社が第四条の規定に基 ,́い て子

配を代行させた者 (以 下「手配代行者Jと いいます。)が故意又は過失により旅行者に子員害を与えたと

きは その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対し

てュ通知があつたときに限ります。

2 旅行者が天災地変、戦乱、糸動、運送 宿ィ有機関等の方†(行サービス提供の中止、官公署の命令その他

の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除

き、その損害を賠l貧 する貢任を負うものではありません。

3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害,合生の翌日

から起算して、国内旅行にあつては十四口以内に 海外旅行にあつては二十一日以内に当社に対して通

知があつたときに限り、旅行者一名につき十五万F弓 を限度 (当社に故意又は重大な過失がある場合を除

きます。)と して賠償します。

(特別4補償)

第二十九条 当社は、前条第一項の規定に基′,く 当社の責任が生ずるか否かを開わず、別紙特別補f資規程

で定めるところにより、旅行者が受注型企画旅行参力,中 にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定

の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

2 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払う

べき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償企は、当該損害賠償金とみなします。

3 前項に規定する場合において 第一項の規定に基づく当社のオ

'偵

金支払義務は 当社が前条第一項の

規定に基づいて支払うべき損害賠償金 (前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みま

す。)に相当する額だけ縮減するものとします。

4 当社の受注型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集

型企画旅行については、受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。

(旅程保F止 )

第二十条 当社は、別表第二上襴に招Bげ る契約内容の重要な変更 (次 の各号に協げる変更 (運 送・宿泊機

関等が当該旅行サービスの提供を行つているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席 部屋その他の

詰設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同

表下襴に記†々する率を乗した額以上の変更補償企を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払い

ます。ただし、当該変更について当社に第二十人条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らか

である場合には、この限りではありません。

― 次に掲げる事由による変更

イ 天災地変

口 戦差し

ハ 暴動

二 官公署の命令

ホ 運送 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止

へ 当初の運行創面によらない運送サービスの提供

卜 旅行参加者の生命ヌは身体の安全確保のため必要な措置

二 第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅行実約が変更されたときの当該変更された部分及び第

十六条から第十人条までの規定に基づいて受注型企画旅行契約が解際されたときの当該解除された部

分に係る変更

2 当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して―受注型企画旅行につき旅行代金に十五%
以上の当社が定める率を乗じた額をもつて限度とします。また 旅行者一名に対して一受注型企画旅行

につき支払うべき変更補償金の額が十日未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

3 当社が第一項の規定に基づき変更補l資金を支払つた後に、当該変更について当社に第二十人条第一項

の規定に基づく責任が発生することが明らかになつた場合には、旅行者は当該変更に係る変更イ甫倹金を

当社に返,屋 しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償

金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相繊した残額を支払います。

(旅行者の責任)

第二十一条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被つたときは、当該旅行者は、損害をR旨償しなけ

ればなりません。       (
2 旅行者は、受注型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の

権利義務その他の受注型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

3 旅行者は、旅行開
'p｀

後において、契約書面に記歳された旅行サービスを円滑に受傾するため、万が一



契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、

当社の手西己代行者又は当該旅行サービス提供者に中し出なければなりません。

第人章 営業保証金 飩 子業協会の儒証社員でなヤ朔

(営 業保証金)

第三十二条 当社と受注型企画旅行契イ勺を締結した旅行者又は構成者は、その取引によつて生じた債権に

関し 当社が旅行来法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることが

できます。

2 当社が営業保,1■ 金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。

一 名称

二 所在地

第人章 弁済業務保証金 鯨衛 業協会の保証社員である効

(弁済業務保証金)

第二十二条 当社は、―般社回法人   旅行業協会 (東京都    区    町    丁目

番    号)の保証社員になつております。

2 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によつて生じた債権に関し 前

項の一般社,豆 法人   旅行業協会が供託している弁済業務保証金から   円に達するまで弁済を受

けることができます。

3 当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、―般社団法人   旅行業協会に弁済業続保証

金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証企は供能しておりません。

別表第一 取消料 (第 十六条第一項関係)

二 海外旅行に係 る取消料

イ ロから二までに掲げる場合以外の場合

明示した場合に

`艮

る。)

口 旅行開始日の前日から起算してきかのばって二十日目に当たる日以降に解除す

合 (ハ及び二に

'島

げる場合を除く。)

旅行瞬始 日の前々 日以降に解除する場合 (工 に掲げる場合を除 く。 )

両 料 金 に

当す る

行 代 金 の

20%以 内

行 代 金 の

50%以 内

旅行開始後の解除ヌは無連絡不参加の場合

別表第二 変更イ市l資金 (第二十条第―I再関係)

一 契約書面に記取 した旅行開始 日又は旅行終了 日の変更

二 契帝句書面に記載 した入場す る観光地又は観光施設 (レ ス トランを含

みます。)そ の他の旅行の 目的地の変更

三 契約書面に記載 した運送機関の等級又は設備のより低い料金のもの

への変更 (変 更後の等級及び設條の料金の合計額が契約書面に記載 した

等級及び設備のそれを下回つた場合に限 ります。 )

凹 契約書面に記載 した運送機関の種類又は会社名の変更

工 契約書面に記載 した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地た

る空港の異なる便への変更

六 契約書面に記載 した本邦内と本邦外 との間における直行使の乗継便

行 代 金 の

内

は経山便への変更

契約書面に記載したア百
‐
泊機関の種類又は名称の変更

契約書面に記載した宿泊機関の容室の種療、設備、景観その他の容

取 消 料区 分

(― )

20°/o以 内

90%以 内

行 代 金 の

内

画 料 金 に

当す る金額

行 代 金 の

旅 行 代金 の

40%以 内

旅 行 代 金

50%以
旅 行 代 金

iOO%以

口 旅行 F,同始日の前日から起算してさかのぼって二十日日 (日 帰り旅行にあっては十日

日)に当たる日以降に解除する場合 (ハ からへまでに掲げる場合を除く。)

旅行開始日の前日から起算してさかのばって七日目に当たる日以降に解除する場合

(二 からへまでに掲げる場合を除く。)

二 旅行開始日の前日に解除する場合

ホ 旅行開始当日に解除する場合 (へ に掲げる場合を除く。)

へ 旅行開始後の解除ヌは4睡連絡不参力1の 場合

(普 社が契約書面においてイ 口か らへまでに掲げる

示 した場合に限る。 )

当該船舶に係

る取消rlの規

定によりま

す。

(二 )貸切船司白を利用する受注型企画旅行契約

備考 (一 )取泊料の金額は、契約書面に明示します

(二 )本表の適用に当たつて「旅行開始後Jと は、別紙特別箱犠規程第二条第二項に規定する「ザ

― ビスの提供 を受けること まヽ〕
~

した時

取 消 料区 分

(―)本邦出国時又は帰回時に航空機を利用する受注型企画旅行契約 (次頂に掲げる旅行契約を除

く。 )

(二 )

旅行開始日の前日から起算してきかのばって九十日日にЧたる日以降に解除する場

(ハ からホまでに掲げる場合を除く。)

旅行開始日の前日から起算してさかのばって三十日目に当たる日以降に解除する場

(工及びホに掲げる場合を除 く。 )

二 旅行開始日の前日から起算してさかのばって二十日目に当たる日以降に揮▼除する場

ホ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって三日日に当たる日以降の解除又は無連

いて企画料金の金額を

の場合

口か ら小までに掲げる場合以外の場合

した場合に限る。 )

(示 に掲げる場合を除 く。 )

20%以 内

行 代 金 の

50%以 内

行 代 金 の

80%以 内

行 代 金 の

100%以 内

行 代 金 の

画 料 金 に

当する金額

る受注型企画旅行契約 当該船舶 に係

る取 v肖 料の規

定によりま

す。

(一 )取消料の金額は、契約書面にFノ!示 します。

(二)本表の適用に当たって f旅 行開始後Jと は、別紙特別補償焼程第二条第三項に規定する「サ

ービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。

「旅行開始前Jと は、当該変更について旅行開始 日の前 日まで

「旅行開始後Jと は、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。

確定書面が交付 された場合には、「契約善面」 とあるのを「確定書面」 と読み替えたこで、こ

します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記歳内容との間又は確定書

実際に提供 された旅行サー ビスの内容 との間に変更が生 じたときは、それぞれの変更

二件として取り扱います。

第二号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は 一

第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級ヌは設備がより高いものへの変更を

第四号又は第七号若しくは第人号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合

っても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。

した場合をい

につと一件 として取 り扱います。

う場合には適用しません。

一件あた りの率 (°/o)変 更 補 償 金 の 支 払 い が 必 要 と な る 変 更

旅行開始前 旅行開始後



別 紙

特別補償規程

第一章 補償金等の支払い

(当 社の支払責任)

折,一 条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に急激かつ偶然な外

来の事故 (以 下「事故Jと いいます。)に よつて身体に傷害を被つたときに、本章から第四華までの規

定により、旅行者又はその法定相統人に死亡補償金、後遺障害補償金、入院見舞金及び通院見舞金 (以

下「補lA企等Jと いいます。)を 支払います。

2 前項の傷客には、身体外部から有毒ガス又は有喜物質を′島然かつ一時に吸八、吸収又は無取したとき

に急激に生ずる中毒症状 (継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生する中毒症状を除きます。)を含み

ます。ただし 細菌!十食物中毒は含みません。

(用語の定義)

第二条 この規程において「企画旅行Jと は、標準旅行業イヽ句款募集型企画旅行契約の部第二条第一I質及び

受注型企画旅行契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。

2 この規程において 「企画旅行参力月中」とは、旅行者が企画旅行に参加する目的をもって当社があらか

じめ手配した乗車券チ頁学によって提供される当該企画カイ(行 白程に定める最初の運送 宿泊機関等のサー

ビスの提供を受けることを開始した時から最後の運送 宿泊機関等のサービスの提供を受けることを完

了した時までのダ刀間をいいます。ただし、旅行者があらかじめ定められた企画旅行の行程から陶F脱する

場合において、離脱及び復帰の予定日時をあらかじめ当社に屋け出ていたときは、聴脱の時から復帰の

予定の時までの問は「企画旅行参加中」とし、また、旅行者が離脱及び復帰の予定口時をあらかじめ当

社に届け出ることなく蠣「1叱 したときスは復帰の予定なく離脱したときは、そのH惟脱の時から復帰の時ま

での間又はその離脱した時から後は 「企画旅行参加中Jと はいたしません。また、当該企画旅行日程に、

旅行者が当社の手西こに係る連送 宿泊機関等のサービスの提供を―切受けない日 (旅行地の標準時によ

ります。)が定められている場合において、その旨及び当該日に生じた事故によつて旅行者がイ友つた損

害に対しこの規程による補償企及び見舞企の支払いが行われない旨を契イ勺書面に明示したときは、当該

日は「企画旅行参加中Jと はいたしません。

3 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時Jと は、次の各号のいずれかの時をいいます。

― 添乗員、当社の使用人又は代理人が受付を行う場合は、その受付完了時

二 前号の受付が行われない場合において、最初の運送 宿泊機関等が、

イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できる飛行場村内における手荷物の検査等の完了時

口 船舶であるときは、来rイロ`手統の完了時

ハ 鉄道であるときは、改札の終了時又は改札のないときは当該列車乗車時

ユ 車両であるときは、来車時

ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時

へ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の利用手続終了時とします。

4 第二項の「サービスの提供を受けることを完了した時Jと は、次の各号のいずれかの時をいいます。

一 添乗員、当社の使用人又は代理人が解散を告げる場合は、その告げた時

二 前号の解散の告知が行われない場合において、最後の運送 宿泊機関等が、

イ 航空機であるときは、来客のみが入場できる飛行場構内か らの退場時

口 船船であるときは、下船時

ハ 鉄道であるときは、改おし終了時又は改札のないときは当該列車l客 車時

二 車両であるときは、眸車時

ホ 宿泊機関であるときは、当該施設か らの退場時

べ 宿泊機関以外の施 E賃であるとをは、当該施設からの退場時 とします。

第二章 補償金等を支払わない場合

(補償金等を支ナ・、わない場合―その―)

第三条 当社Iよ 次の各号に掲げる事由によつて生じた傷害に対しては

'甫

償金等を支払いません。

一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が被つた傷害については、この限りではありません。

二 死亡補禎金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡補償金の一部の受取人である場合には、

他の者が受け取るべき金額については、このlよ りではありません。

三 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は聞争行為。ただし、当該旅行者以外の者がイ疲つた傷害については、

この限りではありません。

四 旅行者が法令に定められた運転資格を持たないで、ヌは酒に酔って正常な運転ができないおそれがあ

る状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が

被った傷害については、この限りてはありません。

工 旅行者が故意に法令に違反する行為を行い、又は法令に達反するサービスの提供を受けている間に生

した事故。ただし、当該旅行者以外の者が被らた損害については、この限りで11あ りません。

大 旅行者の脳疾愁、疾病又は心神喪失。ただし、当該旅行者以外の者が彼った傷害については、この限

りではありません。

七 旅行者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、当社の補償すべき傷害

を治療する場合には この限りではありません。

人 旅行者の刑め執行又は拘留若しくは入監中に生じた事故

九 戦争、外回の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武柴反乱その他これらに類似の事変又は暴動 (こ の

規程においては、群衆又は多数の者の集団の行動によつて、全国利 よ一部の地区において著しく平穏

が害され、治安維持上重大な事資卜と認められる状態をいいます。)

十 核燃料物質 (使用済燃料を含みます。以下同様とします。)若 しくは核燃料物質によって汚染された

物 (原 子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発牲その他の有害な特性又はこれらの特性による

事故

十一 前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生した事故

十二 第十号以外の放射線照射又は放射能汚染

2 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群 (いわゆる「むちうち症J)又は腰痛で他党症状のない

ものに対して、
'お

償金等を支払いません。

(補償金等を支払わない場合―その二)

第四条 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げ

る事由によつて生 じた傷害に対 しでも、補償金等を支払いません。

地震、噴火又は津波

二 前号の事由に随伴 して生 じた事故又はこれ らに伴 う秩序のィFЪ 乱に基づいて生 じた事故

(補償企等を支払わない場合―その三 )

第五条 当社は、次の各号に掲げる傷害 に対 しては、各号の行為が当社があらか じめ定めた企画旅行の旅

行 日程に含まれている場合でなければ 桁俊金等を支払いません。ただ し、各号の行為が当該旅行 同程

に含まれている場合においては 旅行 日程外の企画旅行参加中に、同種の行為によ?て 生 じた傷害に対

しても、補′賃金等を支払います。

― 旅行者が別I表 第一に定める運り〕を行 つている間に生 じた傷害

二 旅行者が自動車、原動機付 自転車又はモーターボー トによる競技、競争、興行 (いずれ も練習を含み

ます。)又 は試運転 (性能試験を 目的 とす る道振又は操縦をいいます。)を している間に生 じた傷書。

ただ し、自動車又は原動機付 自ほ車を用いて道路上でこれ らのことを行つている間に生 じた傷害につ

いては、企画旅行の旅行 日程に含 まれていなくとも補償金等を支払います。

こ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機 (定期便であると不定期便であるとを問いません。)

以外の航空機を旅行者が操縦している間に生じた傷害

(林償金等を支払わない場合―その四)

第二条の二 当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事

由がある場合には、補償金等を支払わないことがあります。ただし その者が死亡補償金の一部の受取

人である場合には、他の者が受け取るべき企額については、このI長 りではありません。

一 暴力回、果力回員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力 (以 下「反社会的勢

力」といいます。)に該当すると認められること。

こ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められること。

三 反社会的勢力を不当に不1用 していると認められること。

四 その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。

第二章 柵賞筈 辛ο勇範級 つ漠 払額

(死 亡補償金の支手かい)

第六条 当社は 旅行者が第一条の傷害を被 り、その直接の結果として、事故の日から百八十日以内に死

亡した場合は、旅行者一名につき、海外旅行を目的とする企画旅行にオoい ては二十五百万円、国内旅行

を目的とする企画旅行においては千五百万円 (以 下「補償金額Jと いいます。)を死と補償金として旅

行者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅行者について、既に支払った後遼,基害補償企がある場

合は、補償金額からF死に支払つた金額を控除したケ美額を支払います。

(後避障害補償金の支払い)

第七条 彗社は、旅行者が第一条の傷害を被 り、その直接の結果として、事故の日から∬人 十日以内に後

遺障害 (身体に残された将来においても回復できない機能(')重 大な障害又は身体の一部の欠損で、かつ、

その原因となった傷害が治つた後のものをいいます。以下同様とします。)が生じた場合は、旅行者一

名につき、補償金額に別表第二の各号によ星げる割合を乗じた額を後避障害補償金として旅行者に支払い

ます。

2 前項の規定にかかわらす、旅行者が事故の日から百八十日を超えてなお治療を要する状態にあるとき

は、当社は、事故の日から百人十一日目における医師の診断に基づき後避「鷺害の程度を認定して、後避

障害補1資金を支払います。

3 別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅行者の職業、年齢、社会的地位牛に関係なく、

身体の障害の程度に応じ、かつ、別表第二の各号の区分に準じ後遺障害補償金の支払査員を決定します。

ただし、別表第二の一 (三 )、 一 (四 )、 二 (三) P」 (四 )及び五 (二 )に掲げる機能障害に至らな

い障害に対しては、後遼障害補後全を支払いません。

4 同一事故により二種メ上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前三項を適用し、そ

の合計額を支払います。ただし、別表第二の七、人及び九に規定する上肢 (腕及び手)又は下肢 (脚及

び足)の後遺障害に対しては、―肢ごとの後避障害補償金は、柿lA金額の六〇%をもつて限度とします。

5 前各項に基づいて当社が支払うべき後避障害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき、

補償金額をもつて限度とします。

(八院見舞金の支払い)

第人条 当社は、旅行者が第一条の傷密を被り、その直接の結果として、平常の業務に従事すること又は

平常の生活ができなくなり、かつ、入院 (直師による治療が必要な場合において 自宅等での治療が困

難なため、病院Xは診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。以下こ

の条において同様とします。)し た場合は、その日数 (以 下「入院日教Jと いいます。)に対し 次の

区分に従って八院見舞金を旅行者に支払います。

一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合

イ 八院日数百八十日以上の傷害を被つたとき。     四十万円

口 入院日数九十日以上百八十日未ィ前の傷害を被つたとき。二十万円

ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷書を被ったとき,   十万円

工 八院日数七日未満の傷害を被つたとき。        四万円

二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合

イ 入院日数百八十日以上の傷害を被つたとき。     二十万円

口 入院口
'放

九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。 十万円

ハ 入院口数七日以上九十日未満の傷書を被ったとき。   五万円

二 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。        二万円

2 旅行者が入院しない場合においても、別表第二の各号のいずれかに該当し、かつ、医師の冶療を受け

たときは その状態にある期間については 前項の規定の適用上、八院口数とみなします。

3 当社は、旅行者一名について入院見舞金と死亡補償金又は入院見舞金と後遺障害補償金を重ねて支払

うべき場合には、その合計額を支払います。

(通院見舞金の支払い)

第九条 当社は、旅行者が第一条の傷害を被り、その直接の結果として、平市の業務に従事すること又は

平常の生活に支障が生じ、かつ、通院 (E師による治療が必要な場合において、病院又は診療所に通い

医師の治療を受けること (往診を含みます。)をいいます。以下この条において同様とします。)した

場合において、その口数 (以 ド「通院日数」といいます。)力 S=日 以上となつたときは、当該日数に対

し、次の区分に従つて通院見舞金を旅行者に支払います。

一 海外旅行を目的とする企画旅行の場合

イ 通院口数九十日以上の傷害を被つたとき。       十万円

口 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被つたとき。   五万FR

ハ 通院日敦三日以上七日未満の傷害を被つたとき。    二万円

二 国内旅行を目的とする企画旅行の場合

イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。       工万円

口 通院国数七日以上九
「 日未満の傷害を被ったとき。 こ万五十日

ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被つたとき。    一万円



2 旅行者が通院しない場合においても、骨折等の傷害を被つた部位を固定するために医師の指示により

ギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支lヽが生じたと当社

が認めたときは、その状態にある期間については、前項のlj言 定の適用上 通院日数とみなしまする

3 当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程度に傷害が治つたとき以降の通院

に対しては、通院見舞金を支払いません。

4 当社は、いかなる場合においても、事故の日から百八十日を経過した後の通院に対しては、通院見舞

金を支払いません。

5 当社は 旅行者―名について通院見舞金と死亡補償金又は通院見舞金と後避障害補償金を重ねて支払

うべき場合には、その合計額を支払います。

(八院見舞企及び通院見舞金の支払いに関する特則)

第十条 当社は、旅行者一名について入院日数及び通院層チ女がそれぞれ一日以上となつた場合は、前二条

の規定にかかわらず、次の客号に掲げる見舞金のうちいずれか金額の大きいもの (同額の場合には、第

一号に掲げるもの)のみを支払います。

一 当該入院回数に対し当社が支払うべき八院見舞金

二 当該通院日オン女 (当 社が入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に 当該入院日数を加えた

日敦を通院R敦 とみなしたとで、当該口数に対し当社が支払う′ヽき透院見舞金

(死 亡の推定)

第十一条 旅行者が搭乗する航空機者しくは船船がイ〒方不明となってから、又は逆難してから三十日を経

過してもなお旅行者が発見されないときは、航空機者しくは船舶が行方不明となった日又は遭難した日

に、旅行者が第一条の傷
~=に

よって死亡したものと推定します。

(他 の身体障害ヌは疾病の影響)

第十二条 旅行者が第一条の傷害を彼つたとき既に存在していた身体障害若しくは疾メ巧の影響により、又

は第一条の傷害を被つた後にその原因となつた事故と関係なく発生した傷害者しくは疾病の影響により

第一条の傷害が重大となつたときは、その影響がなかつた場合に相当する金額を決定してこれを支払い

ます。

第四章 事故の発生及び榊資金等の請求の手続

(傷害程度等に膜句する説明等の請求)

第十三条 旅行者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者に対

し、傷害の程度、その原因となった事故の概要等について説明を求め、又は旅行者の身体の診療若しく

は死体の検案を求めることがあります。この場合において、旅行者ヌは死亡補ll,1金 を受け取るべき者は、

これらの求めに協力しなければなりません。

2 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第一条の傷害を被ったとき

は、傷害の程度、その原因となつた事故の概要等について、当社に対し 当該事故の日から三十日以内

に報告しなりればなりません。

3 旅行者又は死亡補償企を受け取るべき者が、当社の認める正当な理由なく前二項の規定に違反したと

き又はその説明若しくは報告につき知つている事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当

社は、補償企学を支払いません。

(補イ資金等の請求)

第十四条 旅行者又は死亡補償金を受け取るべき者が補l資金等の支払いを受けようとするときは、当社に

対し、当社所定の補償金等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。

― 死亡補償金請求の場合

イ 旅行者の戸籍藤本並びに法定相統人の戸籍謄本及び印鑑証口月審

口 公の機関 (や むを得ない場合には、第二者)の事故証明書

ハ 旅行者の死亡診断書又は死体検案稼

二 後遺障害補t鷺 金請求の場合

イ 旅行者の印鑑証β写書

口 公の機関 (や むを得ない場合には、第二者)の事故証F,ユ 善

ハ 後毯障害の経度を証明する医師の診断書

三 入院見舞金請求の場合

イ 公の機関 (や むを得ない場合には、第二者)の事故証明書

口 傷害の程度を証明する医師の診断書

ハ 八院口数又は通院日教を記 ,Eし た病院又は診療所の証明書類

四 通院見舞金請求の場合

イ 公の機関 (や むを得ない場合には、第二者)の事故証明書

口 傷害の程度を証明する医師ο)診 断書

ハ 八院口数又は通院日敦を記載した病院又は診療所の証明書類

2 当社は、前項以外の書類のl足出を求めること又は前項の提出書類の一部の省略を認めることがありま

す。

9 旅行者ヌは死亡補償金を受け取るべき者が第一項の規定に連反したとき又は提出書類につき知ってい

る事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、当社は、補償金等を支払いません。

(イ イヽ立)

第十五条 当社が補償金等を支払つた場合でも、旅行者又はその相統人が旅行者の被つた傷害について第

三者に対して有する損害Rttl養 請求権は 当社に移転しません。

第五章 携帯品損害怖僕

(当 社の支払責任)

第十六条 当社は、当社が実施する企画旅行に参加する旅行者が、その企画旅行参加中に生じたlF:夕人ォ事

故によつてその所右の身の回り品 (以 下「補償対象品Jと いいます。)に損害を被つたときに、本華の

規定により、携帯品損害補償企 (以 下「損害補′

『
l金 Jと いいます。)を支払います。

(損害補償金を支払わない場合―その一)

第十七条 当社は、次の各号に,8げる事由によつて生じた損害に対しては、損害補償金を支払いません。

一 旅行者の故意。ただし、当該旅行者以外の者が彼つた損害については、この限りではありません。

三 旅行者と世帯を同じくする親族の故意。ただし、旅行者に損害補l食金を受け取らせる目的でなかつた

場合は、この限りではありません。

こ 旅行者の自殺行為、犯罪行為又は聞争行為。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、

この限りではありません。

四 旅行者が法令に定められた運転僚格を持たないで、又は酒に酔つて正常な蓮転ができないおそれがあ

る状態で自動車文は原動機付白鞣車を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が

イ茨った損害については この限りではありません。

五 旅行者が故意に法令に達反する行為を行い、又は法令に達反するサービスの提供を受けている間に生

じた事故。ただし、当該旅行者以外の者が被った損害については、この限りではありません。

六 差押え、徴発、没収、破践等国又は公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防又は避4准 に必要な処

置としてなされた場合を除きます。

七 補償対象品の蝦疵。ただし、旅行者又はこれに代わつて補偵対象品を管理する者が相当の注意をもつ

てしても発見し得なかつた緞能を除きます。

人 補償対象品の自″r(の 消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等

九 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害

十 補償対象£である液体の流出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、こ

の限りではありません。

十一 補償対象品の1置 き忘れ又は紛失

十二 第二条第一頂第九号から第十二号までに掲げる事山

2 当社は、国内旅行を目的とする企画旅行の場合においては、前項に定めるはか、次の各号に掲げる事

山によつて生じた損害にメlしても、損害補償金を支払いません。

― 地震 噴火又は津波

二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(損害補償金を支払わない場合―その三)

第十七条のこ 当社は、旅行者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には 損害補償金

を支テムわないことがあります。

一 反社会的勢力に該当すると認められること。

こ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宣を供与する等のF,母 与をじていると認められること。

i 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。

四 法人である場合において、反社会的勢力がその法人を支西己し、又はその法人の経営に実質的に関与

していると認められること。

こ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべきBて1係を有していると認められること。

(補償対象品及びその範囲)

第十アヽ条 補イ筑対象品は、旅行者が企画旅行参加中に携行するその所有の身の回り品に限ります。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。

一 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずるもの

ニ クレジットカー ド クーポン券、航空券、パスポー トその他これらに準ずるもの

三 稿本、設計吉、図案、l長縛その他これらに準ずるもの (rけ
‐
気テープ、再′気ディスク、シー ディー・

コム、光ディスク等情報機器 (コ ンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記

録媒体に記録されたものを含みます。 )

口 船月自 (ヨ ント、モーターボー ト及びボー トを含みます。)及び自動車、原臨′l機付自転車及びこれらの

付属品

五 山岳登はル用具、探検用具その他これらに類するもの

六 義歯、義肢、ヨンタクトレンズその他これらに類するもの

七 動物及び値物

人 その他当社があらかじめ指定するもの

(損害額及び損害補償金の支払額)

第十九条 当社が損害補償金を支払うべき損害の額 (以 下「損害額Jと いいます。)は、その損害が生じ

た地及び時における補償対象品の価額ヌは補イ食対象品を損害発生の直前の状態に復するに必要

な修繕費及び次条第二項の費用の合計額のいずれか低い方の金額を基準として定めることとします。

2 補償対象品の一個又は一対についての損害額が十万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額

を十万円とみなして前項の規定を適用します。

3 当社が支払うべき損害補償金の額は、旅行者一名に対して一企画旅行につき十五万円をもつて限度と

します。ただし、損害額が旅行者―名について一回の事故につき三千円を超えない場合は、当社は、損

害補l員 金を支才ムいません。

(損害の防止等)

第二十条 旅行者は、補償対象品について第十六条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の

事項を履行しなければなりません。

一 損害の防止軽減に努めること。

二 損害の程度、原因となつた事故の概要及び旅行者が損害を被つた補償対象品についての保険契約の有

無を、遅V卜なく当社に通知すること。

三 旅行者が他人から損害のR吉償を受けることができる場合は、その権利の行使について必要な手続をと

ること。

2 当社は、旅行者が正当な理由なく前項第一号に違反したときは、防止軽減することができたと認めら

れる額を差じ引いたア美額を損害の額とみなし、同項第二号に違反したときは、損害補償金を支払わず

また、同項第三号に進反したときは、取母すぺき権利の行使によつて受けることができたと認められる

額を差じ引いた残額を損害の額とみなします。

3 当社は、次に掲げる費用を支払います。

一 第―項第―号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益であったと

認めたもの

二 第一項第二号に規定する手続のために必要なユヤ用

(損害補償金の請求)

第二十一条 旅行者は、損害補償金の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償

金請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。

一 警察署又はこれに代わるべき第二者の事故証明書

二 補イ賞対象f「 1の損害の程度を証明する霧頚

三 その他当社の要求する書類

2 旅行者が前項の規定に違反したとき又は提出書類につき故意に不実のことを表示し、又はその書類を

偽造若しくは変造したとき (第 二者をしてなさしめたときも、同様とします。)は、当社は、損害補償

金を支払いません。

(保険契約がある場合)

第二十二条 第十六条の損害に対して保険金を支必うべき保l父契約がある場合は、当社は、当社が支払う

べき損害補償金の額を減額することがあります。

(代位)

第二十三条 当社がす武害補償金を支払 うべき損害について、旅行者が第二者に対して損害賠償請求権を有

する場合には、その損害賠償諦求権は、当社が旅行者に支払った損害補償金の額の限度内で当社に移転

します。



山岳登はん (ビ ックル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの) リュージェ

ボノスレー スカイダイビング ハンググライダー搭乗 超軽量動力機 (モ ーターハンググライグ

ー、マイクロライト機、ウル トラライ ト機等)搭乗 ジャイロプレーン搭来その他これらに類する危

険な運動

(一) 一手の母指を指関飾 (指節間関節)以上で失つたとき。

(二) 一手の母指の機能に著しい障害を残すとき。

(三) 母指以外の一指を第二指開節 (遠位指節間関節)以上で失つたとき。

(四) 母指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。

20%
15%
8%
5%

別表第― (第 二条第一号関係 )

別表第二 (第 七条第―項、第二項及び第四項関係 )

手指の障害

足指の障害

(―) 一足の第一足指を趾岡節 (指舒岡閥節)以 上で失つた とき。

(二) ―足の第一足指の機能に著 しい障害を表す とき。

(二) 第一足指以外の一足指を第二趾 F,弓節 (遠位指節間関節)以上で失ったとき

(四) 第一足指以外の一足指の機能に著 しい障害を残す とき。

十 その他身体の著 しい障害によ り終身 自用を弁することができない とき。

別表第二 (第人条第二項関係 )

10%
B%
5%
3%

100%一 l泉 の障害

(―) 両眼が失明したとき。

(二) -1風が夫口,ユ したとき。

(三) -1艮のl喬 正視力が○・六以下となったとき。

(四) 一限の視野狭窄 (正常視野の角度の合訂の六〇%以下となつた場合をいう

なったとき。

こ 耳の障害

(―) 両耳の聴力を全く失ったとき。

(二) 一耳の聴力を全く失ったとき。

(三) 一耳の聴力が王○センチメー トル以上では通常の話声を解せないとき。

三 鼻の障害

鼻の機能に著しい障害を残すとき。

四 そしゃく 言語の障害

(―) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。

(二) そ しゃく又は言語の機能に著 しい障害を残す とき。

(三) そ しゃく又は言語の機能に障害を残す とき。

一 両限の矯正視力がO O六 以下になつていること。

二 そ しゃ く又は言語の機能を失つていること。

三 両耳の聴力を失っていること。

四 両上肢の手間節以上のすべての関節の機能を失っていること。

I 一下肢の機能を失つていること。

六 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の超居距力作に限 られていること。

七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。

人 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、流面等の起居動作に限 られていること。

(注) 第四号の規定中 「以上Jと Iよ 、当該 F葉 節 より心脇に近い部分をいいます。

iOO%
00%
5%

)と

ンチメー トルの海 痕、長 さ三セ ンチメー

5%

BO%
30%
5%

100%
35%

20%

15%

トルの線状痕程度をいう。)を 残すとき

脊柱の障害

腕 (手 関節以上をい う。 )、 脚 (足 関節以上をい う。)の障害

脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。

脊柱に運1,J障 害を残すとき。

青柱に奇形を残すとき。

(― )

(二 )

(二 )

(― )

(二 )

(二 )

(四 )

一腕又は一脚を失ったとき。

一腕又は一脚の三大関飾中の二関飾又は三関節の機能を全く廃したとき。

一腕又は一

'μ

の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。

一腕又は―脚の機能に障害を残すとき。

手配旅行契約の部

第一章 総則

(適用範囲)

第一粂 当社が旅行者との間でl,'結 する手酉己旅行契約は この約款の定めるところによります。この約款

に定めのない事項については、法令又Iよ一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない籠圏で書面により特約を結んだときは、前項の

規定にかかわらず、その特約が優先します。

(用 語の定義)

第二条 この約款で「手配旅行契約Jと は、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は

取次をすること等により旅行者が運送 宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービ

ス (以 下「旅行ナービスJと いいまサ。)の提供を受けることができるように 手配することを引き受

ける契約をいいます。

2 この約款で「国内旅行Jと は 本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行Jと は、国内旅行以外の旅行を

いいま,。

3 この約款で「旅行代金Jと は、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送

宿泊機廣司等に対して支l′、う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金 (変更手続料金及び取消手続料金を除

きます。)をいいます。

4 この部で「通信契約Jと は、当社が提携するクレジットカー ド会社 (以 下 「提携会社Jと いいま

す。)の カー ド会員との間で電話、正R便 、ファクンミリ、インターネットその他の通信手段による申込

みを受けて締結する手配旅行契約であつて、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅イ〒代

金等に係る債椎又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき自以降に別に定める提携会社のカー ド

会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諸し、かつ旅行代金等を第十六条第二

項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手酉己旅行契約をいいます。

5 この約款で「カー ド利用日Jと は、旅行者又は当社が手西己旅行契約に基づく旅行代金等の支払ヌは払

戻償務を履行すべき口をいいます。

(手配債務の終了)

第二条 当社が警真な管理者の注意をもつて旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当

社の債務の履行は終了します。 したがつて、お員、休業、条件不適当等の事由により、運送 宿泊機関

等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかつた場合であっても、当社がその義務を果た

したときは、旅行者は 当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金 (以 下「取扱琴l企」といいます。 )

を支払わなければなりません。通信契約をイ荘結した場合においては、カー ド利用日は、当社が運送 宿

泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかつた旨 旅行者に通知した日とします【

(手西こ代行者)

第四条 当社は、手配旅行契約の履行に当たつて、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業

者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第二章 契約②拉

(契約の中込み)

第五条 当社と手酉l旅行契,勾 を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、

当社が別に定める金額の申込企 とともに、当社に提出 しなければな りません。

2 当社 と通信契約を締結 しようとする旅行者は、前項の規定にかかわ らず、会員番号及び依頼 しようと

する旅行サー ビスの内容を当社に逓知 しなければな りません。

3 第一項の申込企は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払 うべき金銭の―部 として取 り扱い

ます。

(契約締結の拒否)

第六条 当社は、次に掲げる場合において、手西己旅行契約の締結に応じないことがあります。

一 通信契イ句を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカー ドが無効である等、旅

行者が旅行代金等に係る償務の一部又は全部を提携会社のカー ド会員規約に従つて決済できないとき

二 旅行者が、暴力団員、暴力団輩イ生成員 暴力回関係者、暴力国関係企業又は総会屋等その他の反社

会的勢力であると認められるとき。

こ 旅行者が 当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは

黒!力 を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

四 旅行者が、風説を流布し 偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し茅子しくは当社の業

務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行つたとき。

五 その他当社の業務上の都合があるとき。

(契約の成立時期)

第七条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承詰し、第二条第―項の中込金を受理した時に成立するも

のとします。

2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知が旅行者に

王〕l達 したときに成立十るものとします。

(契約成立の特則)

第人条 当社は、第二条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもつて、中込金の支払いを受ける

ことなく、契約の締結の承語のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。

2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

(乗 車券及び宿泊券等の特則)

第九条 当社は、第二条第―項及び前条第―項の規定にかかわらず、運送サユビス又は宿泊サービスの手

配のみを目的とする手配旅行契約であつて旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を

表示した碧面を交付するものについては、日頭による申込みを受け付けることがあります。

2 前項の場合において 手配旅行契イ′lは 、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもとのします。

(契約書面)

第十条 当社は、子画E旅行契約の成立後速やかに 旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金

その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面 (以 下「契約書面Jと いいます。)を交

付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗革券類、宿泊券その他の旅行サー

ビスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります

2 前項本文
`')契

約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を資う旅行サ

ービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

(情報通信の技術を利用する方法)

第十―条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交

付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記歳

した春面又は契イ勺書面の交付に代えて 情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事

注 第七号、第人号及び第九 「以 上Jと は 、 より心l犠 に近い部分をいいます



項 (以 下この条において 「記載事項Jと いいます。)を提供 したときは、旅行者の使用する通信機器に

1市 えられたファイルに記載事項が記録 されたことを確認 します。

2 前項の場合において、旅行者の使用に係 る通信機器に記載事項を記録するためのフアイルが備え られ

ていないときは、当社の使用す る通信機器に備えられたファイル (専 ら当該旅行者の用に供するものに

限 ります。)に 記載事項を記録 し、旅行者が記歳事項を開勇 したことを1花認 します。

第 革 契約の変 改 闘 鶴

(契約内容の変更)

第十二条 旅行者は、当社に対 し、旅行 日在、旅行サー ビスの内容その他の手西E旅行契約の内容を変更す

るよう求めることができます。 この場合において 当社は、可能な限 り旅行者の求めに応 じます。

2 前項の旅行者の求めにより子配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、斑に完了した手配を取 り

消す際に運送 宿泊機関等に支払 うべ き取消料、遠約料その他の手配の変更に要する費用を負担するは

か 当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手酉己旅行契約の内

容の変更によつて生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。

(旅行者による任意解除)

第十三条 旅行者は、いつでも手酉E旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行

サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、連約料その他の運

送 宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定

の取消手続料金及び当社が得るはずであつた取扱料金を支払わなければなりません。

(旅行者の貢に帰すべき事由による角甲除 )

第十四条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。

一 旅行者が所定め翔口までに旅行代金を支払わないとき。

こ 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅

行代金等に係るl養 務の一部又は全部を提携会社のカー ド会員規約に従って決ィ狩できなくなつたとき。

三 旅行者が第六条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき。

2 前項の規定に基づ
|ヽ て手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行

サービスに係る取消料、連約料その他の運送 宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わな

ければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであつ

た取扱料金を支払わなければなりません。

(当 社の貨に帰すべき事由による解除)

第十五条 旅行者は、当社の質に帰すべき事由により旅行サービスの手酉己が不可能になつたときは、手配

旅行契約を解除することがてきます。

2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が角平除されたときは、当社は、旅行者アJヽ F尭にその提供を受けた旅

行サービスの対価として、運送 宿泊機関等に対して班に支払い、スはこれから支払わなければならな

い費`用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。

3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害R吉償の請求を方力げるものではありません。

第四章 旅行代金

(旅行代金 )

第二十条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわら

ず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の結結を承諸することがあります。

2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は 契

約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該審面を交付した時

に成立するものとします。

(構成者の変更)

第二十一条 当社は、契約責任者から4[成者の変更の中出があつたときは、可能な限りこれに応じます。

2 前項の変更によつて生じる旅行代金の増カロ又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属する

ものとしま十。

(添乗サービス)

第二十二条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体 アループに添乗員を伺行させ 添乗サービス

を提供することがあります。

2 添乗貫がイ手うFヽ 乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体 グルー

プ行動を行うために必要な業務とします。

3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、人F手から二十時までとします。

4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は 当社に対し、所定の添乗サービ
^料

を支払わ

なければなりません。

第六章 責任

(当 社の責任)

第二十三条 当社は、キ西E旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代

行させた者 (以下「手配代行者Jと いいます。)わ 故`意又は過失により旅行者にT真害を与えたときは、

その損害をR占償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知

があつたときに限ります。

2 旅行者が天災地変、戦乱、累動、l距送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、七公署の命令その他

の当社又はu当 社の手配代行者の閃与し得ない事由により損害を被つたときは、当社は、前項の場合を除

き、その損害を1吾l質する責任を負うものではありません。

3 当社は、手荷物について生した第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日

から起算して、国内旅行にあつては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一口以内に当社に対して通

知があつたときにl員 り、旅行者一名につき十五万円を限度 (u当社に故意又は重大な過失がある場合を除

きます。)と して賠償します。

(旅行者の責任)

第二十四条 旅行者の故意又Iま 過失により当社が損害を被つたときは、当該旅行者は、損害を賠償しなけ

ればなりません。

2 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権和∫義

務その他σ)手 配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。

3 旅行者は、旅行F厨 始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受傾するため、万が一

契子句書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を彗社、

当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

第十六条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに 当社に対し、旅行代金を支払わなければな

りません。

2 通信契約を結結したときは 当社は 提携会社のカー ドにより所定の伝票への旅行者の署名なくして

旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カー ド利用日は、当社が 十ヽ.定 した旅行サービスの内

容を旅行者に通知した日とします。

3 当社は、旅行開始前において、運送 宿泊機関等の運賃「料金の改訂、為替相場の変動その他の事由

により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

4 前項の場合において、旅行代金の増加又は激少は、旅行者に帰届するものとします。

5 当社は、旅行者と通信契約を綿結した場合であつて、第二章又は第四章の規定により旅行者が負担す

べき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカー ドにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当

該費用牛の支払いを受けます。この場合において カー ド不可用日Iま 旅行者が当社に支払うべき費用等の

額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した口とします。ただし、第十四条第―

項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除したl場 合は 旅行者は、当社の定める期日までに 当

社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。

(旅行代金の精算)

第十七条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために 運送 宿泊機関等に対して支払つた費用で旅

行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金 (以 下「精算旅行代金Jと いいます。)と 旅行代金として既に

収受した企額とが合致しない場合において 旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やか

に旅行代金の精算をします。

2 驚第旅行代金が旅行代金としてF元 に収受した金額を超えるときは、旅行者は 当社に対し、その差額

を支払わなければなりません。

9 結算旅行代金が旅行代るゝとして既に収受した金招寅に満たないときは、当社は、旅行者にその差額をlム

い戻します。

第五章 団体 勿 レープ手酉己

(団 体 グループ手配)

第十人条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者 (以 下「契約責任者」

といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本車の規定を適用します。

(契約責任者)

第十九条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその同体 グループを構成する旅行者 (メ 下

「l士成者Jと いいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当

該団体 グループに係る旅行業務に関するlt文 引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間

で行います。

2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなけ

ればなりません。

3 当社は、契約責任者が構成者に対して現1こ 負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務につい

ては、何らの責任を負うものではありません。

4 当社は、契約責任者が団体 グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ癸イt費

任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

(契約成立の特則)

第七章 営判 籍証金 併命 業協蔽の保記社員でない場0
(営業保証企)

第二十五条 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によつて生した債Fた に関し、

当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができま

す。

2 当社が営業保IJ金 を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。

一 名称

二 所在地

第七章 弁済業謝痛磁讐 tM子業協会の保証社員である効

(弁済業務保証金)

第二十五条 喘社は、一般社回法人   旅行業協会 (東京都    区    町    丁目

番    号)の保証社員になつております。

2 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によつて生じた債権に関し、前項の一

般社回法人   旅行業協会が供託している弁済業務保証金から   円に連するまで弁済を受けるこ

とができます。

3 当社は、旅行業法第四十九条第一項の規定に基づき、一般社団法人   旅行業務会に弁済業務保証

企分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証企は供託しておりません。



渡航手続代行契約の部

(適用籠隠)

第―条 当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この

約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ 旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の

規定にかかわらず、その特約が優先します。

(渡航手統代行契約を締結する旅行者)

第二条 当社が渡航手統代行契約をlお結する旅行者は、当社と雰集型企暉II旅 行契約、受注型企画旅行契約

若 しくは手百こ旅行契約を′

“

結した旅行者又は当社が受話している他の旅行業者の募集型企画旅行につい

て当社が代理して契約を締結した旅行者とします。

(渡航手続代行契約の定義)

第二条 この約款で「渡航手続代行契約Jと は、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金 (以 下

f渡航手続代行料金Jと いいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務

(メ 下「代行業務Jと いいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。

一 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続

三 出八国手続書類の作成

三 その他前各号にF,・弓連する業務

(手メ:約の成立)

第四条 当社と渡航手続代行契約を締結 しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の

上、当社に提出しなければなりません。

2 渡航手続代行契約は 当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとしま

す。

3 当社は、前こ項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、邸便、ファクンミリ、イ

ンターネットその他の通信手段による渡航手続代行契約の申込みを受け付けることがあります。この場

合において、渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諸した時に成立するものとします。

4 当社は、次に掲げる場合において、渡航手統代行契約の締結に応しないことがあります。

一 旅行者が、暴力団員、暴力団攀構成員、果力目関係者、暴力団関係企業ヌは総会屋等その他の反社

会的勢力であると認められるとき。

二 旅行者が 当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言1,l若 しくは

呆力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行つたとき。

三 旅行者が、風説を流布し、偽計を用い者しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業

務を〃,害 する行為又はこれらに準する行為を行つたとき。

四 その他当社の業務上の都合があるとき。

5 当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に 当該渡航手続代行契約により引き受けた代

行業務 (以 下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責

任その他必要な事項を記載した書面を交付します。

6 当社は、あらかじめ旅行者の承諸を得て、前項の書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方

法により当該書面に記載すべき事項 (以 下この条において「記載事項Jと いいます。)を提供したとき

は、旅行者の使用す る通信機器 に備 えられたフアイルに記載事項が記録 されたことを確認 します。

7 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが術 えられ

ていないときは、当社の使用す る通信私
`器

に備えられたファイル (専 ら当該旅行者の用に供す るものに

限 ります。)に 記1兌事項を記録 し、旅行者が記歳事項を固覧 したことを確認 します。

(守秘義務 )

第二条 当社は、受託業務を行 うに当たって知 り得た情報を他に漏 らす ことのないようにいた します。

(旅行者の義務 )

第六条 旅行者は、当社が定める期 日までに ,す航手続代行料金を支払わな Iすればなりません。

2 旅行者は、当社が定める期 日までに 受託業務に必要な書類 資料その他の物 (以 下「渡航手続書類

等」といいます。)を 当社に提出しなければなりません。

3 当社が、受託業務を行うに当たつて、本邦の官公署、在日外国公鯖その他の者に 手数料、査証料、

委託料その他の判金 (以下「査証料等Jと いいます。)を支払わなければならないときは 旅行者は、

当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなりません。

4 受託業務を行うに当たつて、郵送11、 交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は 当社が定める

翔日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。

(契約の解除)

第七条 旅行者は、いつても渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。

2 当社は、次に掲げる
'∂

′合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。

一 旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。

二 当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。

三 旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定の期日までに支払わないとき。

四 旅行者が第円条第
'8項

第一号から第二号までのいずれかに該当することが判
'力

したとき。

五 第二条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事山によらず、

旅券、査証ヌは再八日許可 (以 下「旅券等Jと いいます。)を取得できないおそれが揮めて大きいと

当社が認めるとき。

3 前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約がn準除されたときは、アr、行者は、既に支払った査証料等及

び前条第四項の費用を負担するはか、当社に択Jし、当社が既に行つた受
‐
て業務に係る渡航手続代行料金

を支払わなければなりません。

(当 社の責任)

第人条 当社は、渡航手続代行契約の履行に当たつて、当社が故意又は過失により旅行者に

'ス

害を与えた

ときは、その損害を賠償する責に任 じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対

して通魚があつたときに限ります。

2 当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入目が

詩可されることを保証するものではありません。したがつて 当社の責に帰すべき事由によらず、旅行

者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかつたとしても、当社はその責任を負

うものではありません。

旅行相談契約の部

(適用範嗣 )

第一条 当社が旅行者 との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。 この約款

に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にな らない範囲で書面により特約 を結んだときは、前項の

規定にかかわらず、その4寺 約が優先します。

(旅行相談契約の定義)

第二条 この髯イ]款 で「旅行相談契髯勺Jと は、当社が相談に対する旅行業務取扱料金 (メ下「相藍料金ょと

いいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける

契約をいいます。

一 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言

二 旅行の計画の作成

三 旅行に必要な経費の見積り

四 旅行地及び蓮送 宿泊機関等に関する情報提供

五 その他旅行に必要な助言及び借報提供

(契約の成立)

第二条 当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入したキ込書を当社に提出し

なければなりません。

2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を,K諾 し 前項の申込書を受理した時に成立するものとします。

3 当社は、前二I葺の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクンミリ、イ

ンターネットその他('〉 通信手段による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合に

おいて、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承譜した時に成立するものとします。

4 当社は、次に掲げる場合において、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。

一 旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそ

れがあるものであるとき。

二 旅行者が、暴力団員、暴力団準構成員、果力団関係者、黒i力回関係企業又は総会歴等その他の反社

会百1勢力であると認められるとき。

三 旅行者が、当社に対して暴力的な要求行為 不当な要求行為、厳引に関して脅迫的な言動若しくは

暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行つたとき。

四 旅行者が、風説を流布し、l為 計を用い若しくは威力を用いて当社の信用をI史損し若しくは当社の業

務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行つたとき。

五 その他当社の業務上の都合があるとき。

(相談料金)

第四条 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、

当社所定の相談料金を支払わなければなりません。

(契約の解除)

第五条 当社は 旅行者が第二条第四項第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき

は、旅行相談契約を解除することがあります。

(当 社の責任)

第六条 当社は、旅行オロ談契約の履行に当たつて、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたとき

は、その損害をR害償する黄に任します。ただし、損害発生の翌日から起第して六月以内に当社に対して

通知があつたときに限ります。

2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送 宿泊機関等について、実際に手配が可能である

ことを保証するものではありません。したがつて 満員等の事由により、運送 宿泊機関等との間で当

該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサーどスの提供をする契約を締結で吉なかつたとし

ても、嘴社はその責任を負うものではありません。


